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1．はじめに

メディア・エンタテインメント産業は，日本に
おいてはコンテンツ産業とも称され，映画・アニ
メーション・ゲーム・音楽・漫画・小説等の文化
的・娯楽的作品を製品として生産，流通，販売し
ていく営利産業（河島・生稲，2013，i頁）である．
日本のコンテンツ産業の市場規模は 2020年では
11兆 6,975億円である．
コンテンツ産業が流通させるコンテンツとは，

一般的には，「動画・静止画・音声・文字・プロ
グラムなどによって構成され，あらゆる流通メ
ディアで提供される“情報の中身”」（デジタルコ
ンテンツ協会編（2018）22頁）と説明されるこ
とが多い．「コンテンツの創造，保護及び活用の
促進に関する法律」によれば，コンテンツとは，
「映画，音楽，演劇，文芸，写真，漫画，アニメー
ション，コンピュータゲームその他の文字，図形，
色彩，音声，動作若しくは映像若しくはこれらを
組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計
算機を介して提供するためのプログラム（電子計
算機に対する指令であって，一の結果を得ること
ができるように組み合わせたものをいう．）で
あって，人間の創造的活動により生み出されるも
ののうち，教養又は娯楽の範囲に属するもの」（第
2条 1項）と定義される．
コンテンツは，無形資産としての経済的性質を

備えているとされ（Varian, 1998; Caves, 2000; Lev, 
2001; Corrado et al., 2009; Haskel and Westlake, 2018
等），また，後述するように諸外国では無形資産
やコンテンツに関連する会計ルールが一定程度整

備されている．他方，日本ではコンテンツはソフ
トウェアに隣接する領域として定義されるにとど
まり，その会計処理方法は業界の会計慣行に委ね
られている現状にある 1）．
近年，メディア・エンタテインメント産業では，
インターネット接続の高速化，スマートフォンや
タブレット端末の普及等により，ストリーミング
サービスやコンテンツライブラリ等の新たな流通
チャネルが拡大するとともに，サブスクリプショ
ン方式の収益モデル等の新たなビジネスモデルが
生まれている．
このような近年の大きな変化を受け，米国財務
会計審議会（Financial Accounting Standards Board; 
以下，「FASB」）は，2019年 3月，会計基準更新
書 2019-02 号（Accounting Standards Update 
No.2019-02; 以下，ASU2019-02）「Entertainment
─ F i l m s ─ O t h e r  A s s e t s ─ F i l m  C o s t s
（Subtopic926-20） and Entertainment─ Broadcasters
─ I n t a n g i b l e s ─ G o o d w i l l  a n d  O t h e r
（Subtopic920-350）」を公表した．
本稿では，米国のメディア・エンタテインメント
産業における映画制作費の会計処理に関するガイ
ダンスの位置付けと概要を整理し，その鍵概念を
確認する．さらに，ASU2019-02で改訂された論点
とその改訂の傾向を実際の開示例を交えて検討す
ることにより，今後，日本における当該領域の会
計指針等の策定に向けた基本的視座を提供したい．

2．米国における映画制作費の会計処理に関する
ガイダンスの位置付け

米国会計基準コード化体系（Accounting Standards 
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Codification; 以下，ASC）926-20「Entertainment
─ Films─ Other Assets─ Film Costs」 は，FASB
がメディア・エンターテインメント産業，特に映
画制作・配給業界のために作成した会計ガイダン
ス（guidance）である．これは，FASBが SFAS
（Statement of Financial Accounting Standards; 以下，

SFAS）第 53号「映画フィルム制作者又は配給者
による財務報告（Financial Reporting by Producers 
and Distributors of Motion Picture Films）」に代替す
るものとして，米国公認会計士協会（AICPA）に
策定を要請し，2000年に公表された Statement of 
Position（以下，SOP）00-2「映画の制作者又は配
給者に係る会計処理（Accounting by Producers or 
Distributors of Films）」に由来する．
米国では，原則として自己創設の無形資産を認

識することはなく 2），特許権等の無形資産の創設
に要した R&D支出額（Research and Development 
Costs）等は発生時に全額費用処理することが義
務付けられている（ASC730-10-25-1）．その主た
る理由は，当該支出と将来収益との間の因果関係
の欠如及び将来収益の獲得に関する不確実性にあ
る（SFAS第 2号 paras.39-59）．
その例外の一つとして位置付けられているのが

映画制作費（ASC926-20）であり，資産として認
識することが義務付けられる．このほか，自己創
設無形資産の創設に要した支出額で資産計上が義
務付けられるものとしては，ソフトウェア制作費
（ASC985，ASC350-40），ダイレクト・レスポン
ス広告費（ASC340-20）等がある．
この点について，以下のような指摘がある．米

国において，研究開発費に関する会計基準の整備
にあたって最も重視された点は，企業間の財務報
告における比較可能性の向上であり，企業ごとに
異なる判断に基づいた会計処理が行われることが
比較可能性を損なわせる最大の要因であるとして
忌避されている．その結果，会計処理における企
業ごとの恣意性や多様性を排除することを目的と
して，研究開発費の発生時全額費用処理という
「最も単純な会計処理」が求められた（伊藤，

2006，72-75頁，大塚執筆部分）．他方，米国基準
において映画制作費等が例外的に資産計上を義務
付けられているのは，きわめて多様な項目から構
成される無形資産に，ある会計処理を画一的に適
用することで，逆にその実態を反映できない，又
は期間損益計算を著しく歪める事態が生じるのを
避けるため，個別的に異なる会計処理を適用せざ
るを得ないという理由による（藤田，2012，76頁）．
なお，国際会計基準（International Accounting 

Standard; 以下，IAS）第 38号「無形資産（Intangible 
Assets）」においては，映画フィルムは無形資産
に該当し（par.9），自己創設無形資産に関連する
支出額は，一定の要件に基づいて無形資産として
貸借対照表にオンバランスされる．留意すべき
は，資産計上を行うという意味において米国基準
と国際会計基準は一見すると整合的であり，企業
間の比較可能性が担保されているようにもみえる
が，その理論的背景は異なっているという点であ
ろう．
この点，将来の経済的便益の蓋然性が高い，言
い換えれば有形固定資産に近い性格の無形資産に
ついては，できる限り資産として認識しようとす
る姿という点では共通している（藤田，2012，76
頁）との指摘がある．映画制作費の資産計上に関
して，この指摘に付言するならば，前述の FASB
第 53号が公表される以前から，映画制作費は，
流動資産として分類される棚卸資産（inventories）
と非流動資産の二つに区分して貸借対照表上で表
示するという方法で取り扱われており，収益に基
づいて費用が配分される手法が実務上採用されて
きたという経緯がある点（Vogel, 2020, pp.208-
210）についても留意しておきたい．

3．米国における映画制作費の会計処理の概要

3.1　ASC926-20 の対象
ASC926-20は，従来，映画やテレビ番組の制作
者に対して適用されてきた．そのため，当該ガイ
ダンスが映像コンテンツを制作・配給する企業に
適用されるかどうかについては解釈の余地があ
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る．この点について，以下のように解釈できる．
ASC926-20の適用対象は，一つ以上の市場や地

域において，あらゆる種類の「Films」を配給又
は利用する権利を所有又は保有するプロデュー
サー又はディストリビューターであるすべての事
業体であり（ASC926-10-15-2, 926-20-15-1），プロ
デューサーとは，映画館，テレビ，その他の場所
で上映される「Films」を制作し，経済的利益を
有する個人又は事業体である（ASC926-20-05-1）
と定義されている．
また，ASC926-20における「Films」とは，販売，

ライセンス，展示される長編映画・テレビ特番・
テレビシリーズ又はこれらに類するアニメーショ
ン映画・テレビ番組等の映像作品と定義される．
これらは，磁気フィルム・ビデオテープ等の記録
媒体に記録されたものに限定されず，デジタル化
されたもの，その他のビデオフォーマットによっ
て制作されたもの等を含む（ASC926-20-20）．し
たがって，「Films」には，従来型の映画フィルム
のみならず，広く映像コンテンツが該当するとと
もに，上述の映像コンテンツを制作・配信する企
業は ASC926-20の適用の対象となると解される．
そのため以下では，会計ガイダンス上の特定の用
語を説明する場合を除き「Films」を一般的な用
語である「コンテンツ」と読み替えて記述するこ
ととする．

3.2　Film Costs の資産計上
ASC926-20における「Film Costs」とは，原則
として「Films」を制作するために要したすべて
のコストであり，脚本家・監督・スタッフ・エキ
ストラ等の人件費，セット・衣装・音響設備等の
制作費用，利息費用等が含まれる（ASC926-20-
20）3）．
さらに，ASC926-20では「映画作品に係る権利

（Rights to Film Properties）」という概念が示され
ている．これは，映画や映像制作のため翻案・脚
色しなければならない財産（書籍や舞台演劇の映
像化権，オリジナル脚本等）に対する支出と定義

され，このような原作の映像化権取得等のための
費用も，一定の制限の下で「Film Costs」に含ま
れる（ASC926-20-20）4）．また，「Films」に生じた
重要な変更のための費用も「Film Costs」に含ま
れる（ASC926-20-25-8）．ただし，吹き替えや字
幕の追加，再フォーマット等は重要な変更に該当
しない（ASC926-20-25-9）．
この「Film Costs」は，貸借対照表上で独立し
た資産としての計上が求められ（ASC926-20-25-
1），さらにその構成要素について，放送済のもの，
完成済で未放送のもの，制作中のもの，企画中の
もの，の 4つに区分して開示しなければならない
（ASC926-20-50-2）．実際の開示例を図 1（a）に
示す．
なお，ASC926-20では，「Film Costs」を資産計
上すべきタイミングについて，明確な記述は存在
しない．しかし，特定のプロジェクトとの関連性
を特定できない包括契約のコストについては，発
生時の費用として処理すべきとされている
（ASC926-720-25-1）．

3.3　Film Costs の費用配分
SFAS第 53号が公表される以前は，映画制作

費の償却方法として 2つ方法が一般的であった．
一つは，ある企業が各映画について予測収益を用
いる方法であり，他の一つは，多くの映画の集計
結果に基づいた平均償却表（amortization tables）
を用いる方法（現在は認められていない）であっ
た（Vogel, 2020, pp.209）．前者の「個別フィルム
予測計算法（Individual-Film-Forecast-Computation 
Method）」は，映画制作費の会計処理における最
も特徴的な機能の一つとして SOP 00-2により標
準化され，現在も ASC926-20-35-1で示されている．
資産計上された「Film Costs」は，資産として

認識された後，「個別フィルム予測計算法」によ
り，作品ごとの収益予測に基づいて償却
（amortization）される（ASC926-20-35-1）．「個別
フィルム予測計算法」に基づいて償却する場合の
各期の償却額の計算式は，以下（1）式のとおり
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である．当期の実績収益（actual revenue）を分子
に，当期首において残存する未認識の最終的な収
益予測額（estimated ultimate revenue）を分母にし
た比率を期首の「Film Costs」残高に乗じて，当
期の償却費を計算する．実際の計算例を（計算例
1）と（計算例 2）に示す．
この方法は，McGee（1985，p.15）によりソフ

トウェアの償却に適用することが提案されてい
た．新江（1993，203頁）によれば，この方法は，
償却を開始する前にあらかじめ最終的な総収益を
予測しなければならないため，減価が主として販
売に応じて発生し，かつ，最終的な総収益が合理
的に予測しうる場合にのみ適用することができ
る．ただし，必ずしも当初の収益予測に基づいて
償却を行うわけではなく，途中で収益の予測が変
化した場合にも適用することができる．そのた
め，当初の予測が現実と乖離するおそれがあって
も，毎期の各報告日に入手可能な最新の情報を反
映して見直し，最終的な収益の予測を変更すれ
ば，適切な償却を行うことができるという．
「個別フィルム予測計算法」では，収益の予測

の合理性と信頼性を担保するため，最終的な総収
益（ultimate revenue）の予測に制約が設けられて
おり，以下（1）～（4）の詳細なガイダンスが示
されている．なお，予測された収益は現在価値に
割り引いてはならない（ASC926-20-35-6）．

（1）収益の予測範囲
収益の予測は，過去に実績のある市場・地域に

おける配給，利用，販売から獲得される収益のみ
が集計対象であり，説得力のある証拠（persuasive 
evidence）に基づくことが求められる．収益が獲得
できるかどうか不確実な市場・地域（例えば新規

のメディアや今後進出予定の地域等）からの収益
で説得力のある証拠に基づかないものは，収益の
予測に含めることができない（ASC926-20-35-5（b））．

（2）収益の予測期間
新作の映像作品の場合，収益の予測は，その公
開日から 10年を超えない範囲で行う必要がある．
フィルム・ライブラリの一部（3年以上前に公開
された過去の名作の権利）を取得した場合には，
20年を超えない期間について将来収益を見積も
ることができる（ASC926-20-35-5（a））5）．

（3）関連する収益
収益の予測には，映像コンテンツ作品に関連し
たライセンス契約による収益予測（ASC926-20-
35-5（c）），玩具やアパレル等の関連商品の販売
（そのうち関連テーマ・キャラクター等に起因し
て生じる部分）による収益予測（ASC926-20-35-5
（d））が含まれるが，説得力のある証拠（契約や
返金不要の最低保証金等）が存在する場合に限ら
れる．

（4）収益の予測に含めてはならないもの
収益の予測には，未実証又は未開発の技術に基
づくもの，（2）の期間より後の権利の売却に関連
する収益は含めることができない（ASC926-20-
35-5（e）・（g））．また，プロモーション費用・広
告費用等は資産計上されず発生時に費用処理され
るため，その払戻しの見積りも含めてはならない
（ASC926-20-35-5（f））．

このように，「個別フィルム予測計算法」は，
その算定式の分母は数次利用（マルチユース）を

各期の償却額 ＝
当期首の

「Film Costs」
未償却残高

×
当期の実績収益（actual revenue）

予測総収益（estimated ultimate revenue）－過去の実際収益の累積

 （式 1）
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含めた予測総収益であり，その分子は実際獲得収
益であるため，将来キャッシュ・フローの流列に
基づく配分方法であるといえる．
なお，資産計上されたコンテンツ制作費の償却

方法については，「個別フィルム予測計算法」の
ほかに，企業の見積りによる償却期間に基づく償
却方法も認められている（ASC926-20-35-2）．こ
れは，当該 2つの償却方法が，財務情報において
コンテンツの利用状況を最もよく反映すると考え
られるためであり，合理的に信頼できる見積りに
基づくことが要求される．

3.4　Film Costs の減損
ASC926-20では，コンテンツ作品が完成してい

るかどうかにかかわらず，経常的な減損テストが
求められている．「Film Costs」の公正価値が未償
却の「Film Costs」を下回っている可能性を示す
事象又は状況の変化があった場合には，減損テス
トを行わなければならない（ASC926-20-35-12）．
そのような事象又は状況の変化としては，例え
ば，公開前の映画に期待されるパフォーマンスが
不利に変化した場合，完成又は公開スケジュール
が大幅に遅延した場合，技術的・規制的・法律的・
経済的・社会的要因に著しい変化が生じる等の理
由により予測される最終的な収益が大幅に減少し
た場合，主たる収益化戦略の変更が生じた場合等
が例示されている（ASC926-20-35-12A・B）．
その場合，未償却の「Film Costs」がその公正

価値を上回る額は，ASC926-720-25-2～3に基づ
き発生時の費用として処理され，戻入れは認めら
れない（ASC926-20-35-13）．
ここで，公正価値を用いて減損損失を把握する

考え方は，対象資産の売却と公正価値による資産
の再購入という二つの取引の擬制のもと，新たな
資産への投資が行われた前提で用いられる測定属
性である．減損処理により一つの資本循環過程が
終了し，公正価値を当初投資額とする新たな別の
資本循環過程が開始されると考える（齋藤，
2007，43・48頁）．すなわち，減損を認識した段

階で，同一資産に対する事実上の再投資を行なっ
たとみなすのであり，経営上の判断を行ったこと
と同様である（SFAS第 121号第 69項；古庄，
2007，24頁）．そのため，別の資本循環過程で把
握された減損損失を戻し入れる可能性はないので
ある．
「Film Costs」の公正価値は，基本的に割引現
在価値モデル（discounted cash flow approach）で
評価する（ASC926-20-35-16～17）．この際，特に
考慮する事項として，以下のものが挙げられてい
る．すなわち，（a）作品が過去にリリースされた
時の実績，（b）作品のストーリー・キャスト・監
督・演出家・プロデューサー等に対するの世間の
評価・認知度，（c）類似のタイプの作品の過去の
実績，（d）キャスト・監督・演出家・プロデュー
サー等の過去の実績，（e）作品の上映期間，を考
慮して作品が生み出す将来キャッシュ・イン・フ
ローの見積りを行うことが要求されている
（ASC926-20-35-15）．

3.5　米国における映画制作費の会計処理の特徴
以上のように，米国で従来から利用されてきた
映画制作費の会計処理は，最終的な総収益の予
測・見積りのプロセスにおいて，経営上の判断を
必要としている．総収益の予測・見積りは以下の
2つの時点で重要である．第 1に資産計上したコ
ンテンツ制作費を費用配分するプロセスにおい
て，第 2に資産計上したコンテンツ制作費につい
て公正価値に基づく減損損失を把握するプロセス
においてである．
これらは以下のように考察できる．このような
経営上の判断を必要とする映画制作費の会計処理
が実務上認められてきたのは，数次利用（マルチ
ユース）による収益獲得構造を有し，ライフサイ
クルに多様性が存在するコンテンツの特徴に対応
するためではないかと考えられる．これは，財務
諸表利用者にとって有用性が高い情報を提供する
ためには，コンテンツ制作費を全額費用処理する
のではなく，資産計上を行ったうえでコンテンツ
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の特徴を財務情報として反映することの重要性を
示唆していると考えられる．

4．ASC926-20 の改訂に関する主たる論点

SOP 00-2が公表されて以来，メディア・エン
タテインメント産業は，当初 SOP 00-2が作成さ
れた時には想定されていなかった制作・配給モデ
ルの大きな変化を経験してきた．
この変化を考慮して，2018年 3月 28日，FASB
は，映画制作費及び番組コンテンツのライセンス
契約に関する会計処理について再検討するプロ
ジェクトを緊急問題専門委員会（Emerging Issues 
Task Force；以下，EITF）の議題に追加し，2018
年 9月 27日の会合で公開に向けた合意に達した．
その後，2018年 11月 7日に改訂案を提出，2019
年 1月 17日の会合を経て，ASU2019-02の公表
に至った．この改訂は，2020年 12月 15日以降
に開始する会計年度から適用される．

EITFは，ASU2019-02が，メディア・エンター
テインメント産業の企業が提供する財務諸表情報
の関連性（relevance）と比較可能性（comparability）
を高めることにより，財務諸表の利用者に利益を
もたらすとしている（Background Information and 
Basis for Conclusions；以下，BC; BC8）．以下では，
ASU2019-02で改訂された主たる論点を整理し，
その傾向について考察する．

4.1　 資産計上ガイダンスにおける制作コンテン
ツの区分の撤廃

改定前の ASC926-20は，制作されるコンテン
ツの種類に応じて異なる資産化要件を規定してい
た．すなわち，映画の場合は原則としてすべての
制作費が資産計上されるが，エピソード型テレビ
シリーズ番組コンテンツの場合，契約上の収益額
を上限として資産計上されるという制約が設けら
れていた（契約上の収益を超える制作費は費用化
される）．
このコンテンツの種類による区分と資産計上の

制約は，エピソード型テレビシリーズ番組コンテ

ンツの制作に伴う資金調達リスクに由来する．エ
ピソード型テレビシリーズ番組コンテンツに関す
る収益の多くは二次市場で発生し，一次市場（当
該コンテンツを最初に配信するネットワークが支
払うライセンス料）では，コンテンツ制作費を賄
うことができなかったためである．EITFは，イ
ンターネット上で配信される形態が変化し，多く
の配信チャネルやサービスが存在し利用可能であ
り，コンテンツの流通形態が変化していることに
鑑みて，資産計上におけるコンテンツの種類によ
る区分を撤廃することとした（BC9）．
これにより，エピソード型テレビシリーズ番組
コンテンツの制作費の会計処理と映画制作費の会
計処理とが整合することとなった．EITFは，エ
ピソード型テレビシリーズ番組コンテンツの制作
費を資産計上することは，メディア・エンタテイ
ンメント業界のビジネスモデルの変化を考慮した
コンテンツ制作の経済性をよりよく反映している
ため，財務諸表の利用者に対して，より適切な財
務情報を提供すると指摘している（BC10）．
これは以下のように考察できる．制作されるコ
ンテンツの種類による区分の撤廃は，コンテンツ
の流通の変化に由来し，制作されるコンテンツの
垣根が曖昧になっているためである．そのため，
会計ルールの策定のためには，より統一的な視点
から，コンテンツの経済的性質に着目した議論や
検討が行われるべきであると考えられる．また，
ASC926-20において，コンテンツ制作費の資産性
について明確な記述はない点についても，留意す
る必要があると考えられる．

4.2　 ASC926-20（映画制作費）と ASC350-20（の
れん以外の無形資産）・ASC920-350（放送
番組に係るライセンス契約）との整合

4.2.1　償却方法の無形資産のガイダンスとの整合
デジタル配信コンテンツの制作者にとって，コ
ンテンツが単独で収益化されない場合や，コンテ
ンツの利用に直接関係する収入がない場合など，
「個別フィルム予測法」の適用は困難である場合
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があった．最終的な総収益を「個別に」見積るこ
とができないためである．そのため ASC926-20
は，例えば視聴率データ等の指標を用いた合理的
に信頼できる見積り（reasonably reliable estimate）
による償却方法に関するガイダンスも設けていた
（ASC926-20-35-2）．
これに関して，EITFは，より厳格なガイダン
スを提供することも検討したが，結果としてガイ
ダンスの柔軟性と経営上の判断の必要性を認め，
企業がコンテンツの利用状況を最もよく反映する
合理的な方法に基づいて償却する方法が維持され
ることとなった（BC11）6）．さらに，残存耐用期
間の見積りについては，入手可能な最新の情報を
反映して見直し，再評価することを要求するとと
もに，その変更を将来に向かって会計処理するこ
とで合意に達した（ASC926-20-35-3A）．これによ
り，ASC350-30「Intangibles─ Goodwill and Other
─ General Intangibles Other Than Goodwill─」に
おける無形資産の残存耐用期間の見積りの変更に
関するガイダンスと整合することとなった．
また，これに伴い，後述するように償却に関す

る開示についても大幅な改訂が行われている．
4.2.2　減損モデルの公正価値モデルとの整合

ASC926-20の映画制作費の減損ガイダンスで
は，企業が公正価値と未償却残高を比較する公正
価値モデルが要求されていた．他方，ASC920-
350のライセンス契約（例えばテレビ放映権）の
減損ガイドラインでは，企業が正味実現可能価額
と未償却残高を比較することが要求されていた．
ASU2019-02では，ASC920-350の減損モデルを
ASC926-20の公正価値モデルと整合させること
で合意に達した．

ASU2019-02では，制作されたコンテンツが他
のライセンス契約されたコンテンツと一緒に収益
化されている場合，グループレベルで減損テスト
を行うことを認めることで合意に達していた．そ
の概念を実現可能にするためには，単一の減損モ
デルが必要であると判断され，公正価値モデルで
一致させることで整合性が図られることとなっ

た．また，公正価値モデルは，有限の耐用年数を
有する無形資産に使用されるモデルと類似してい
るため，適切なモデルであると判断されている
（BC27）．
また，これに伴い，後述するように減損グルー
プに関係する収益化戦略の開示についても大幅な
改訂が行われている．
4.2.3　特定の分類表示の要求の撤廃
資産計上されたコンテンツは，ASC920-350の

もとでは推定使用期間に基づいて流動資産又は非
流動資産として分類表示することが要求され，ま
た，ASC926-20のもとでは非流動資産として分類
表示することが要求されていた．

ASU2019-02で は こ の 要 件 が 撤 廃 さ れ，
ASC920-350と ASC926-20のガイダンスとが整合
することとなった．この理由として，EITFは，
企業が異なるライフサイクルをもつコンテンツを
制作又はライセンスする可能性（BC29）につい
て指摘している．
また，これに伴い，後述するように償却に関す
る開示についても大幅な改訂が行われている．
これらは以下のように考察できる．前述 2のと
おり，米国基準は従来，期間損益計算に対する経
営者の裁量度の縮小と操作性の排除を目的し，歪
みのない適正な期間損益計算が重視されてきた．
しかし，今回の改訂では，厳格なガイダンスを設
けるよりもガイダンスの柔軟性を重視している点
が見てとれる．

EITFは，会計方針の選択肢を狭めていくより
も，前述 3.4で指摘したコンテンツの特徴や経済
性を反映し，多様性に対応した従来の会計ルール
を，以下 4.3で述べるように注記等の充実により
改善しようとしている．すなわち，財務諸表利用
者の意思決定に有用性が高い情報を提供するため
には，内部情報に精通している経営者が経営上の
判断に基づいて，会計方針を適切に選択し，収益
予測・見積り・費用配分を行い，そのプロセスを
財務報告を通じて説明する．EITFは，当該説明
に関する開示情報の重要性が高いと判断している
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と考えられる．
他方，この点，将来のキャッシュ・フローの流

列に関する経営上の予測情報が費用配分計算の分
母に織り込まれることによって，財務情報本体に
記載される利益情報に影響を及ぼすことになる．
この利益計算に影響する部分に関して，収益予
測・見積り・配分のプロセスを，どこで，どのよ
うに開示し説明するかが重要であると考えられ
る．これについては，以下の 4.3開示要求の改訂
において検討する．

4.3　開示要求の改訂
ASU2019-02では，以下のような開示要求が新

たに追加又は修正されている．
4.3.1　制作とライセンス契約の区分に関する注記
制作したコンテンツと，ライセンス契約された

コンテンツは区分して注記により開示する
（ASC926-20-45-2）．これは，制作したコンテンツ
とライセンス契約により取得したコンテンツは異
なる特徴を有しているためであり，区分して開示
することにより，財務諸表利用者への情報の透明
性を高め，意思決定に有用な情報を提供すること
ができる（BC29）と説明されている．また，こ
の区分を決定するために，企業が経営上の判断を
行う必要がある点についても指摘されている．
実際の開示例を図 1（b）及び図 2（a）に示す（下

線筆者挿入）．ここでは，制作されたコンテンツ
とテレビ放映権を区分し，それらが単独で収益を
獲得するか又は他のコンテンツと組み合わせて収
益を獲得するかが判断されたうえで，注記により
開示されている．
4.3.2　償却に関する注記
償却の計算に使用される方法の開示が要求され

ている（ASC926-20-50-1A）．実際の開示例では，
「主要な会計方針」の注記において定性的に説明
されている（図 3（a））．
また，制作したコンテンツと，ライセンス契約

されたコンテンツとは区分して，償却に関する以
下（a）～（c）の項目を注記により開示する．

（a） 各期間の償却費の総額と償却費が計上され
ている損益計算書の項目を，単独で収益化
が主となるコンテンツと，他のコンテンツ
やライセンス契約により取得したコンテン
ツと併せた収益化が主となるコンテンツと
に分けて開示する（ASC926-20-50-4A）．

（b） 完成したコンテンツと未公開のコンテンツ：
完成したコンテンツ制作費のうち，企業が
今後の営業サイクルの間に償却すると予想
される部分の金額を開示する（営業サイク
ルは 12カ月と推定されており，営業サイク
ルが 12カ月以外の場合は，その営業サイク
ルを開示する）（ASC926-20-50-4B）．

（c） 公開済のコンテンツ：直近の貸借対照表の
日付において認識された公開済コンテンツ
の原価のうち，企業が今後 3回の営業サイ
クルのそれぞれにおいて償却すると予想さ
れる部分を開示する（ASC926-20-50-4B）．

実際の開示例を図 1（c）と図 4に示す．注記
では，単独で収益化されるコンテンツと他の作品
と併せて収益化されるコンテンツの償却額，未公
開作品に係る費用化情報，3年分の償却予定情報
等の詳細な情報が示されている（図 1（c））．また，
「経営者による財政状態，経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況の分析」における「重要な会
計方針及び見積り」において，費用配分プロセス
におけるコンテンツのライフサイクルの多様性が
及ぼす影響についても言及されている（図 4）．
このように，企業が採用している償却の計算に
使用される方法に加えて，費用配分に関する情報
の開示が要求されるのは，より詳細な情報を提供
することで，財務諸表の利用者に有用な情報を提
供するため（BC31）と説明されている．また，
後述 4.4のように収益戦略ごとにコンテンツの原
価と償却費の構成要素を開示することが要求され
るのは，異なる収益化戦略をもつコンテンツのリ
スク，発生したコストの程度，償却パターンに関
する情報を財務諸表利用者に提供できるため
（BC32）と説明されている．この収益化戦略は，
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減損に関するグループ単位の判定にも関係する．
4.3.3　減損に関する注記
減損テストに使用した勘定科目の単位と，公正

価値を決定するために使用した方法の説明を開示
することが要求される（ASC926-20-50-1A）．
実際の開示例を図 3（b），図 4，図 5に示す．
注記では公正価値の見積りの概要が（図 3（b）），
「経営者による財政状態，経営成績及びキャッ
シュフローの状況の分析」における「重要な会計
方針及び見積り」では，その情報が定性的に説明
され，公正価値の算定における予想総収益の見積
りの基礎となる指標（同種の過去の作品，主演俳
優や女優の人気度等）についても言及されている
（図 4）．さらに，「営業権及びその他の無形固定
資産」では，減損の判定とそのプロセスに加えて，
感応度分析の結果についても説明が行われている
（図 5）．
また，コンテンツ単独又はグループ単位で認識

された減損金額について，減損が認識された期間
を含む財務諸表の注記において，以下の情報を開
示しなければならない（ASC926-20-50-4C）．
（a）減損に至った事実と状況の一般的な説明
（b）減損損失の累計額
（c）減損損失を計上した損益計算書の項目

これらは，以下のように考察できる．制作コン
テンツとライセンス契約により取得したコンテン
ツを区分して開示することを要求しているのは，
企業とアナリストがコンテンツを当該二つのタイ
プに分けて分析・比較を行なっていることに由来
する（BC34）．EITFは，企業やアナリストの分
析視点を積極的に取り入れることにより，財務諸
表利用者の意思決定に有用な情報を提供しようと
していると考えられる．
また，償却や減損に関する項目において，詳細

な情報の開示が求められている．この点，財務諸
表本体との関連性に鑑みれば，以下のように考察
できる．償却方法や減損の判定方法，予測方法等，
企業に裁量の余地が残されているものについては

企業の選択内容が M D & A（M a n a g e m e n t ’ s 
Discussion and Analysis of Financial Condition and 
Results of Operations）で開示され，企業の全体像
を明らかにするという役割を担っている．他方，
財務諸表本体の計算構造そのものには影響を及ぼ
さないが，財務諸表本体に記載される利益情報に
影響を及ぼす可能性のある具体的な定量的・定性
的な情報については注記での開示が要求され，財
務諸表本体を補足説明する役割を担っていると考
えられる．

4.4　 収益化戦略（Monetization Strategy）と収
益化戦略の再評価

ASU2019-02では，企業がコンテンツの資産計
上を開始する際に，各コンテンツの主要な収益化
戦略（monetization strategy）を決定することを要
求している（ASC926-20-35-3B）．すなわち，コ
ンテンツ制作費を資産計上するにあたって，主要
な収益化戦略が個々の作品に基づくものと想定し
ているのか，又はストリーミング配信のライブラ
リに加えるための公開のように，主に他の制作コ
ンテンツやライセンス契約により取得したコンテ
ンツとを組み合わせたグループで収益化される戦
略を想定しているかを，あらかじめ判断しておか
なければならない．そして，それは収益による定
量的な評価ではなく，定性的に判断することが要
求される（BC19）．
この収益化戦略の判断は減損の判定にも適用さ
れ，収益化戦略ごとにコンテンツ制作費や償却額
の開示が求められる．
また，コンテンツの資産計上を開始した際に決
定した収益化戦略と比較して重要な変更
（significant changes）があった場合には，その収
益化戦略を再評価しなければならない（ASC926-
20-35-3C）．重要な変更があったかどうかは定性
的な評価により行われる．重要な変更に該当する
のは，コンテンツの配信方法が当初計画されてい
なかった新しい配信チャネルに変更された場合
や，当初計画されていた主要な配信チャネルを放
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棄する場合などが該当する．
EITFは，収益化戦略の大幅な変更は一般的で

はないと考えており，コンテンツの収益化戦略を
企業があらかじめ決定していることを前提として
いる（BC19・21）．そのため，単に期待していた
結果とは異なっていたことを理由とした収益化戦
略の変更は，重要な変更には該当せず，再評価す
る必要は生じないとしている（BC21）．例えば，
映画を劇場で公開後に自社のストリーミング・プ
ラットフォームで配信する計画を立てていたとす
る．しかし，劇場での興行成績が芳しくなかった
ために当初の予定よりも早い段階でストリーミン
グ・プラットフォームでの配信を開始した．この
ような場合は，重要な変更には該当しないことに
なる．
実際の開示例では，収益化戦略とともに，償却

額，繰延映画制作費の金額が注記で開示されてい
る（図 1（c）（d），図 3（c））．これらの情報が注
記で開示されるのは，収益化戦略の前提が減損の
グループ単位に関係する等，利益情報への影響が
大きいためだと考えられる．

5．おわりに

本稿では，従来より米国のメディア・エンタテ
インメント産業で利用されてきた映画制作費の
会計処理に関するガイダンスの位置付けと概要
を整理し，その鍵概念を確認するとともに，
ASU2019-02で改訂された論点と改訂の傾向を実
際の開示例を交えて検討した．

ASC926-20では，コンテンツ制作費を資産計上
した上で，それを予測収益に基づいて配分し，減
損がある場合は公正価値モデルに基づいて計上さ
れる．そこでは，財務諸表利用者の意思決定に有
用な情報を提供することを目的とし，数次利用
（マルチユース）を前提とした収益獲得構造やラ
イフサイクルの多様性等のコンテンツの特徴に対
応するため，アナリストの分析視点や経営上の判
断が取り入れられている．そのため，判断内容の
妥当性や予測収益等の見積りを行うためのプロセ

スが適切であるかどうかを定量的・定性的に説明
することが重要性の高い事項として位置付けられ
ている．
本稿における検討から導出されたインプリケー
ションは，以下のとおりである．
まず，本稿では，ASC926-20はコンテンツの特

徴や経済性を反映するものであることを得た．さ
らに ASU2019-02により，制作されるコンテンツ
の種類による区分が撤廃されたことは，メディ
ア・エンタテインメント産業のビジネスモデルの
変化を考慮したコンテンツ制作の経済性をよりよ
く反映する方向に改訂されたと考えられる．
しかし，ASC926-20において，コンテンツ制作
費の資産性について明確な記述はなく，ASC926-
20がコンテンツ制作費を資産計上しているのは，
管見するに従来の会計慣行を踏襲しているためで
あると考えられる．そのため，コンテンツがそも
そも資産計上の対象となるかどうかを含め，コン
テンツの特徴について，会計的な視点から統一的
に考察することは意義があると考えられる．
次に，ASC926-20では，（1）制作コンテンツと

ライセンスにより取得するコンテンツの区分，（2）
配分プロセスにおける予測総収益の見積り，（3）
減損における公正価値の算定プロセス，（4）資産
計上開始時の収益化戦略の設定及びその再評価，
において経営上の判断が要求されるという点であ
る．（2）と（3）については ASU2019-02による改
訂前から存在する特徴であり，（1）と（4）につ
いては AU2019-02による改訂により追加された．
本稿では，ASU2019-20の改訂の傾向が，（1）

～（4）の経営上の判断が要求される項目につい
て，会計方針等の選択肢を狭めるのではなく，注
記等の開示の拡充により従来の会計ガイダンスを
改善する方向性にあることを確認した．注記に対
する検討に比重を置く姿勢は，日本において同様
の基準又は指針等を検討する際の示唆も大きいと
考えられる．また，本稿では，実際の開示例を交
えて検討することにより，財務諸表本体に記載さ
れる利益情報に影響を及ぼす可能性のある情報は
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注記により開示されていることを得た．
最後に，改定後の ASC926-20が，諸外国の会

計基準と整合性があるどうかを検討することが必

要であると考えられる．このことは，前述のコン
テンツの資産性の検討とともに，今後の検討課題
として残されている．

図 1

出所）ソニーグループ株式会社　有価証券報告書（2020年度）を基に筆者作成。
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図 2

出所）ソニーグループ株式会社　有価証券報告書（2020年度）を基に筆者作成。

図 3

出所）ソニーグループ株式会社　有価証券報告書（2020年度）を基に筆者作成。
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図 4

出所）ソニーグループ株式会社　有価証券報告書（2020年度）を基に筆者作成。

図 5
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出所）ソニーグループ株式会社　有価証券報告書（2020年度）を基に筆者作成。
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（計算例 1）個別フィルム予測計算法による償却費の計算

　資産計上したコンテンツ制作費は＄50,000である．初年度において予測総収益を＄100,000とする見
積りを行い，初年度の実際の収益は＄60,000であった．この場合，初年度に計上するコンテンツ資産の
償却費は＄30,000と計算される．
　2年度，予測総収益を見積り直し，初年度からの予測総収益が＄90,000であるという見積りを行った．
2年度の実際の収益は＄10,000であった．この場合，2年度に計上するコンテンツ資産の償却費は＄6,667
と計算される．

計算例 1：個別フィルム予測計算法による償却額の計算

実績収益
（actual revenue）

予測総収益
（estimated ultimate revenue）

各年度の減価
償却実施額

期末未償却残高

初年度 60,000 100,000 30,000 20,000
2年度 10,000 90,000 6,667 13,333

初年度における
減価償却額の計算

取得原価（50,000）×当年度の実際販売収益（60,000）／予測総収益（100,000）＝
30,000

2年度における
減価償却費の計算

期首未償却残高（20,000）×当年度の実際収益（10,000）／予測総収益（2年目以降
の予測収益ではない）－過去の累積収益（90,000-60,000=30,000）＝ 6,667

（出所）ASC926-20-55-1 Example2を基に筆者作成．

（計算例 2）エピソード型テレビシリーズ番組コンテンツの償却費の計算

　エピソード型テレビシリーズ番組コンテンツの制作を行い，当該制作費の資産計上を行った．資産計
上したコンテンツ制作費は，それぞれ初年度＄16,000（エピソード Season1），2年度＄18,000（エピソー
ド Season2）である．
　初年度において予測総収益を＄48,000とする見積りを行い，初年度の実際の収益は＄8,000であった．
この場合，初年度に計上するコンテンツ資産の償却費は＄2,667と計算される．
　2年度，予測総収益を見積り直し，初年度からの予測総収益が＄69,000（Season1＄48,000＋Season2
＄21,000＝＄69,000）であるという見積りを行った．2年度の実際の収益は＄11,000であった．この場合，
2年度に計上するコンテンツ資産の償却費は＄5,650と計算される．
　なお，エピソード型テレビシリーズ番組コンテンツに「個別フィルム予測計算法」を適用する場合，
複数のシーズンは単一のものとみなされる（ASC926-20-35-1）．

（a）　 コンテンツ制作費：＄16,000（シーズン 1），＄18,000（シーズン 2）
（b-1）初年度の予測総収益：＄48,000（シーズン 1），＄0（シーズン 2）
（b-2）2年度の予測総収益：＄48,000（シーズン 1），＄21,000（シーズン 2）
（c-1）初年度の実際収益：＄8,000（シーズン 1），＄0（シーズン 2）
（c-2）2年度の実際収益：＄0（シーズン 1），＄11,000（シーズン 2）
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（注）
 1） 武田（2020）は，日本のコンテンツ産業において
多様な会計処理方法が存在していることを調査し
た．特に，それらが税務上の通達レベルでの取扱
いに引きずられた会計処理方法となっていること
を明らかにした．

 2） 無形資産の定義について，米国基準「無形資産－
のれん及びその他（Intangibles－ Goodwill and 

Other）」（ASC350），及び「企業結合（Business 

Combinations）」（ASC805）では，無形資産は「物
理的実質を欠く資産（金融資産を除く）」と定義
されている（ASC350-10-20，ASC805-10-20）．ま
た，財務会計概念書（Statement of Financial 

Accounting Concepts；以下，SFAC）第 5号「企
業の財務諸表の認識及び測定」では，資産の認識
規準として，①資産の定義を満たすこと，②「測
定可能性」（当該項目が十分な信頼性を持って測
定でき，かつ目的に適合する属性を有すること），
③「目的適合性」（当該項目に関する情報が情報

利用者の意思決定に影響を及ぼしうること），④
「信頼性」（当該情報が表現上忠実であり，検証可
能かつ中立であること），とされている（SFAC

第 5号 par.63（平松・広瀬訳，2002，239-240頁））．
 3） なお，映像の配信に関連して発生した，マーケ
ティング，広告，宣伝，プロモーション，及びそ
の他の配給費用を含む費用（exploitation costs; 

ASC926-20-20，ASC926-720-20） は，ASC720-35

に従い，すべて発生時の費用として処理される
（ASC926-720-25-2～3）．

 4） 原作の映画化権の取得に係る費用については，使
用されないことが明らかになった場合，又は資産
計上から 3年経過しても映画・映像作品の制作に
使用されない場合には，その時点の処分価格を残
した全額を損失処理しなければならないこととさ
れている（ASC926-20-40-1～3）．

 5） 多くの映画は長寿命であり，10年を超えるライ
フサイクルを有する可能性はあることは認められ
るものの，このように収益の予測期間を 10年に
限定する理由として，最終的な予測総収益を見積
ることに関して業界内で多様性が発生してしまう
ことについての懸念と，企業間の比較可能性を確
保する必要性が指摘されている．また，多くの場
合，映画の収益の大部分は 10年以内に獲得され
る点も指摘されている（SOP 00-2 paras.111～
112）．また，フィルム・ライブラリに含まれる映
画の収益の予測期間が 20年間に限定されている
のは，企業結合にあたって 20年という期間が
フィルム・ライブラリに割り当てられる耐用年数
として映画業界でよく用いられている点，フィル
ム・ライブラリに含まれる映画は市場における初
期サイクルを経験しているため収益の獲得が安定
していると考えられる点が指摘されている（SOP 

00-2 paras.114～115）．
 6） なお，エピソード型テレビシリーズ番組コンテン
ツに「個別フィルム予測計算法」を適用する場合，
複数のシーズンは単一のものとみなされる
（ASC926-20-35-1）．




